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No 前回懇談会での主な意見 対　　応

1

　気候変動を考慮する際に、これから気温が上昇しない場合もあれば、４℃上昇する場合
もあり、幅がある。このようなランダムウォーク過程では、リアルオプションに従って行うと
いうことが基本である。リアルオプションと２℃上昇とを比較して、どちらがどれぐらい改善
するか、考えるべきである。

　社会資本整備審議会による「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について　答申（令和2年7
月）」では、『今後、20年～30年程度の当面の河川整備の内容を定める河川整備計画を策定する場
合には、その目標とする期間内に気温が2℃上昇することとなるため、目標とする治水安全度を確
保するためには、気候変動による降雨量の増加を考慮した目標流量に見直す必要があり、事業効
果の早期発現が可能な施設の整備や既存施設の活用など、整備メニューの充実を図る必要があ
る』と記載があります。

　本河川整備計画の変更にあたっては、上記答申を踏まえ、気温が2℃上昇するものとし、目標流
量の見直しを行っております。

【P2参照】

2

　河道掘削面にヨシ群落を繁茂させ、ヤナギの再繁茂を抑制する案について、全面
にヨシを繁茂させると、均一的な景観になってしまうとともに、人が近寄れなくなる様
になってしまう。人とバランスのとれた計画を検討した方が良い。

　ご意見を踏まえ、樹木再繁茂対策（ヨシ群落の繁茂）の実施については、景観や自然環境に配慮
した施工を検討して参ります。

3

　行政委員について、大崎市、東松島市、加美町としているが、今回の様に吉田川
中流部遊水地案があるのであれば、関係する他の流域市町村も委員へ追加するこ
とを検討できないか。

　学識者懇談会については、鳴瀬川水系河川整備計画に関する事項及び、河川整備の進捗につい
てご意見をいただくため、流域の代表市町村に参加いただいています。
　吉田川中流部については、江合・鳴瀬・吉田川改修促進期成同盟会の会長である大崎市、下流
部の代表として東松島市、上流部の代表として加美町に参加いただいております。
　また、本懇談会でご意見をいただいた河川整備計画については、変更前に宮城県へ意見照会を
行うこととしており、宮城県を通じて、関係市町村の意見をいただくこととしております。

【Ｐ3参照】

4

　整備計画本文について、大崎市の世界農業遺産の記述が無いため、要素を盛り
込むことが出来ないか検討してほしい。

　河川整備計画の本文中の「基本理念」「利水事業の沿革」に追記し、［参考］としてトピックスを追加
しました。

【Ｐ4参照】

前回懇談会での主な意見 鳴瀬川水系



2

前回懇談会での主な意見への補足事項 鳴瀬川水系

■前回懇談会での意見

気候変動を考慮する際に、これから気温が上昇しない場合もあれば、４℃上昇する場合もあり、幅がある。このようなランダムウォーク過程では、リアルオプ
ションに従って行うということが基本である。リアルオプションと２℃上昇とを比較して、どちらがどれぐらい改善するか、考えるべきである。

■回答

社会資本整備審議会による「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について 答申（令和2年7月）」では、『今後、20年～30年程度の当面の河川整備の内
容を定める河川整備計画を策定する場合には、その目標とする期間内に気温が2℃上昇することとなるため、目標とする治水安全度を確保するためには、気候

変動による降雨量の増加を考慮した目標流量に見直す必要があり、事業効果の早期発現が可能な施設の整備や既存施設の活用など、整備メニューの充実を
図る必要がある』と記載があります。

本河川整備計画の変更にあたっては、上記答申を踏まえ、気温が2℃上昇するものとし、目標流量の見直しを行っております。

気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について答申（P30抜粋） 第1回 気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 資料抜粋

※第1回 気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会資料に一部追記

（参考）

（河川整備計画の目標流量の見直し）

○ （前略）今後、20～30年程度の当面の河川整備の内容を定める河

川整備計画を策定する場合には、その目標とする期間内に気温が

2℃上昇することとなるため、目標とする治水安全度を確保するた

めには、気候変動による降雨量の増加を考慮した目標流量に見直

す必要があり、事業効果の早期発現が可能な施設の整備や既存施

設の活用など、整備メニューの充実を図る必要がある。

○ 過去の実績洪水を目標とする現在の河川整備計画の早急な達成を

目指すとともに、併せて気候変動による降雨量の増加等を考慮し

た河川整備計画の目標設定へ移行する必要がある。
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前回懇談会での主な意見への補足事項 鳴瀬川水系

■前回懇談会での意見

行政委員について、大崎市さん、東松島市さん、加美町さんとしているが、今回の様に吉田川中流部遊水地案があるのであれば、関係する他の流域市町村も
委員へ追加することを検討できないか。

■回答

学識者懇談会については、鳴瀬川水系河川整備計画に関する事項及び、河川整備の進捗についてご意見をいただくため、流域の代表市町村に参加いただ
いています。

吉田川中流部については、江合・鳴瀬・吉田川改修促進期成同盟会の会長である大崎市、下流部の代表として東松島市、上流部の代表として加美町に参加
いただいております。

また、本懇談会でご意見をいただいた河川整備計画については、変更前に宮城県へ意見照会を行うこととしており、宮城県を通じて、関係市町村の意見をい
ただくこととしております。

＜河川整備計画の変更までの流れ＞

変 更

【素案】

学識者・代表市町村
からのご意見

地域の皆様
からのご意見

各分野の専門家から
ご意見を伺います。

地域の皆様からの様々な
意見を募集します。

鳴瀬川水系
学識者懇談会の開催

ご意見の募集
＜パブリックコメント＞ 変 更

【原案】

【現時点】

・県に原案を送付し、
意見をいただきます。

変 更

【原案】

令和４年３月２２日実施
地域の皆様

からのご意見を反映
関係機関
からのご意見

学識者・代表市町村
からのご意見

・変更原案の説明を行います。
・事業再評価の意見を伺います。

鳴瀬川水系
学識者懇談会の開催

令和４年６月１３日実施令和４年４月７日～５月６日実施

・意見を述べる際には、
関係市町村の意見を聴きます。

これらを踏まえて・・・

河川整備計画変更
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前回懇談会での主な意見への補足事項 鳴瀬川水系

■前回懇談会での意見
整備計画本文について、大崎市の世界農業遺産の記述が無いため、要素を盛り込むことが出来ないか検討してほしい。

■回答

河川整備計画の本文中の「基本理念」「利水事業の沿革」に追記し、［参考］としてトピックスを追加しました。

記載案抜粋（本文P1） 記載案抜粋（本文P20）


